
令和２年 10 月 19 日 

第４回武蔵野市立保育園のあり方検討有識者会議 

資料２ 

「武蔵野市立保育園のあり方検討有識者会議中間報告書」へのパブリックコメント及び取扱方針 

実施期間：令和２年９月 10 日（木）～９月 30 日（水） 

提出者数：11 名（団体含む） 

No 項目 パブリックコメントの要旨 取扱方針 

１ （１）全般 保育園が確保された中で、今後少子化問題も出てくると思いますが、選ばれる保育園はもちろんですが、武蔵

野市の活動が広まり、武蔵野市に住みたいと思ってもらえるような市になっていけるような取り組みも必要になっ

てくるのかと思います。 

市立保育園での保育士さんの資料を見て、私立園に比べると年齢層が高いということは感じましたが、経験さ

れたことを活かせる場所、更には私立園の若い息吹も上手く取り入れ、共に成長出来る環境があると良いと思い

ました。コロナの中でなかなか交流は難しいかもしれませんが、接点が持てたらいいと思います。 

保育施設の地域連携により、武蔵野市全

体の保育の質の向上に引き続き取り組ん

でいきます。 

２ （１）全般 第５次子どもプランに「築 50 年となる市立南保育園、子ども協会立東保育園については、令和２年度中に整備

計画を策定」とあったが、今後も共働き家庭が増えることを鑑み、建替えをする方向で進めて欲しい。また、建替え

の際には該当園に通う／通うことを予定している園児及び保護者が不都合を強いられることがないように、よく検

討して進めていって欲しい。男女同権、男女雇用機会均等の考え方が進み、国際的には遅れをとりながらも、日

本全体で今後共働き子育てが当たり前の社会になっていく。少子化傾向の中も、保育園需要はますます高まるこ

とが予想される。市の保育施設として計画的にしっかりと建替え、今後も永続的に地域の保育を支えてほしい。 

第五次子どもプラン武蔵野に記載のとお

り市立保育園には必要な改築・改修を行

いますが、改築の際は保育園を利用する

世帯への影響も考え、工事着工の５年前

程度をめどに計画を公表する予定です。 

３ （１）全般   武蔵野市にふさわしい保育の質を維持すると同時に、税金の支出の最適化と効率的な保育園施策推進する

観点からは、市立保育園は不可欠ではなく、残り全ての市立保育園を子ども協会立保育園に移管することが市

民全体にとって最善の施策と考えます。 

 残り全ての市立保育園を子ども協会に移管することで、税金の支出を大きく抑制し、浮いた支出を他の保育園

施策を含め市の必要な施策に充当することができます。 

中間報告書には、「本当に市立保育園でなければ、『市立保育園の今後の役割』を実現することができないか」

といった観点からの具体的な検討がありません。具体的な検討として、「市が 100％資金拠出して設立した団体で

あり、市の財政援助出資団体でもある子ども協会に残り全ての市立保育園を移管するとともに、子ども協会立保

国による制度改正の動向、子ども協会園

の運営状況等を踏まえながら、市立保育

園、子ども協会園の適正な配置、役割に

ついて、今後も検討を行っていく必要があ

ると考えます。 
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No 項目 パブリックコメントの要旨 取扱方針 

育園に市立保育園と同等の機能や役割を付与するほか、子ども協会に必要な財政支援等を行う一方で、市が子

ども協会を指導・監督する」という体制の構築に関する検討を行えば、中間報告書に記載された「市立保育園の

今後の役割」のいずれについても、市立保育園を存続させずとも実現可能であることが明らかになると考えられま

す。この検討は、「できない理由」を見つけるために行うのではなく、仮に課題があったにせよ、「どのような運用上

の工夫が可能か」、「どのような制度的手当て（条例、要綱、ガイドライン等）が必要か」という視点をもって行うこと

が大切かと思います。 

 市自らが保育園を運営すると同時に、自らが 100％資金拠出し、財政支援を行い、かつ指導・監督を行う子ども

協会立の保育園が併存している現状には、利益相反の問題があり、解消する必要があります。市自らが保育園

を運営している場合、市としては、その保育園の質にも気を配らなければなりません。そして、もし自らが運営する

保育園の質に問題がある場合、子ども協会立を含むその他の保育園に対して、厳しく指導・監督できなくなる恐れ

があります。これを解消する最善の措置は、市自らが保育園を運営するのではなく、市内の保育園を指導・監督

する立場に特化することであり、その方が、市内保育園の質の維持・向上に向けた責任ある、また力強い対応が

できると考えられます。 

 武蔵野市にふさわしい保育に関するガイドラインは、市自らが多くの公務員保育士を抱えながら保育園を運営し

なくとも、市が、子ども協会による保育園運営の経験を綿密に収集することを通じて、また市が、国や都のガイドラ

インを丁寧に分析し、その他地方自治体での経験を広く収集することなどを通じて、作成することが十分に可能と

考えられます。 

「市立保育園ありき」ではなく、子ども協会を最大限有効活用することを通じて、武蔵野市の全て保育園が、武

蔵野市にふさわしい保育の質を備えた保育園とするための体制や運営上の工夫の具体策を真剣に検討するべき

です。 

 わずか４園のために、公務員保育士の採用を再開することは、将来、様々な問題を惹起する可能性が高いと考

えられます。 

市の年功序列的な人事運営の中で、抱える保育士のプールが少ないが故に、本来、不適格な人材を上位ポジ

ション（園長、副園長等）にあてなければならなくなる恐れが生じる可能性があります。 

公務員保育士と民間保育士の給与等の処遇格差は、両者に良好な関係を築くことを妨げ、中間報告書に記載
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された公務員保育士の役割を果たすための障害となります。現に、現場には、そうした声があると聞いています。 

中間報告書は、「市立保育園の方が優れている」、「公務員保育士の方が優れている」という前提で作成されて

います。中間報告書には、この前提を肯定する根拠が示されていません。民間の保育園も課題なしではないかも

しれませんが、市立保育園も課題と無縁とは言えないと思います。また、現状、設立間もない民間園が多いため、

仮にそうした前提があるとしても、将来にわたってこの前提が続く根拠が示されていません。むしろ、仮に現状そう

だとしても、機動性、創意工夫、変化への対応力に勝る民間の方がよりよくなる可能性の方が高い可能性すらあ

ります。 

「市立保育園の公務員保育士が、民間保育園の民間保育士を指導・監督する」という関係性を構築することが

本当によいのか疑問です。むしろ、こうした関係性は、両者に良好な関係を築くことを妨げ、中間報告書に記載さ

れた公務員保育士の役割を果たすための障害となります。保育園に対する指導・監督機能を市がもち、保育園の

運営は全て民間（市が 100％資金拠出して設立された子ども協会も含む）に委ねる形態の方が適切な関係が保た

れると考えます。 

 「市立保育園は保育の質の向上のために必要」と言えば言うほど、市立保育園の方がその他の保育園よりも

優れているといった誤った認識を市民に与えます。市は、残り全ての市立保育園を子ども協会立保育園に移管

し、子ども協会を最大限有効活用することを通じて、「武蔵野市にある全ての保育園は、武蔵野市にふさわしい保

育の質を同等に備えている」と胸を張って言える体制を構築するべきです。 

市立保育園のあり方については、武蔵野市の中長期的な財政問題に直結する重要な課題であるため、武蔵野

市立保育園のあり方検討有識者会議での議論にとどまらず、議会（関連委員会を含む）での議論も必要かと思い

ますので、市から議会に対して、行政報告とするだけでなく、討議事項として議題提起して欲しいと思います。 

４ （１）全般 次世代育成、養護と教育の公的責任を自治体任せにしないで、国・都も一体となって財源を確保することを提

言してほしい。今は、コロナで受け入れている経済的ダメージの立て直しに、保育園、子ども園、幼稚園も就労を

支えて社会貢献している。長いスパンで見てほしい。 

国、東京都に対しては、今後も必要に応じ

て意見を述べていくことが重要と考えま

す。 

５ （２）市内保育施設の

保育の質の維持・向

上 

①経験豊富な保育士とともに仕事ができる職場にすること。中間報告書で述べられていますが、経験豊富な保

育アドバイザーを民間保育園に派遣するよりも、民間保育園の若い保育士さんが、質の高い保育を実践している

市立保育園に勤務する機会を設けた方が、保育スキルアップの効果が高いと思いました。短期留学のようなイメ

①民間保育所の人員体制、研修方針との

調整が必要と考えます。今後の検討課題

とします。 
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ージです。人は環境によって育つものだと思います。 

②民間保育士の給与、待遇の改善を行い、長く安心して仕事を続けられるようにすること。武蔵野市内の民間

保育園の職場待遇、離職率は把握しておりませんが、 一般的に社会問題とされている事なので挙げました。人を

育てるには年月がかかりますので、離職率を下げることが保育の質の向上につながると思います。 

②民間保育所の職員の待遇改善につな

がるよう、補助等のしくみを検討します。 

６ （２）市内保育施設の

保育の質の維持・向

上 

 保育は一緒に実践し話し合い積み重ねていくなかで継承されていきます。それが実証されたのが子ども協会園

ではないでしょうか。公立の職員が派遣され一緒に保育をすることで作り上げていきます。そこまで、行わないと保

育は積み重なっていきません。それを実施していくには、育成課に配置されている３人のアドバイザーでは、人数

があまりにも少なすぎます。育成課に配置するアドバイザーは武蔵野市の全体を把握し、新たに各公立園にアド

バイザーを配置し、連携園としてより身近な存在として、保育園に出向き保育を一緒につくることを積み重ねること

が必要だと思います。 

保育アドバイザーの人員配置についての

ご意見として承ります。 

７ （２）市内保育施設の

保育の質の維持・向

上 

民間園に指導をしていけるのは公立（行政）です。しかし、公立４園が抱えるには園数（認可・小規模・地域型保

育事業・認証）が多すぎます。一園が抱えられる園数にも限界があります。そこも解決しないと、武蔵野市全体の

保育の質・維持向上をかかげても、なかなか保育の質・維持向上につながらないのではないでしょうか。どこの園

に入園しても、子どもたちには何の責任もありません。すべての子どもたちの豊かな育ちを保障するために、保育

の質・維持向上は一番に解決しなくてはなりません。今後もっとアドバイザーを重要視し密に取り組んで行く事を

求めます。 

保育の質の維持向上については重要な

課題として認識しています。保育士を保育

園だけでなく市の関連部署等に配置する

ことで、専門性と現場経験を活かした政策

立案が可能な体制の整備を進めます。 

８ （２）市内保育施設の

保育の質の維持・向

上 

 市立保育園あるいは子ども協会園には、それぞれの地域の他認可保育園及びそれに準ずる施設に対し、保育

の質の担保に向けた役割を、これまで以上にさらに大きく担ってほしい。武蔵野市内には認定こども園を含め 34

の認可保育園がある。また、認証保育所等を含めると、子どもを預かる施設はその倍近くある。市立保育園や子

ども協会園は、その中のほんの一部にすぎず、本年 4 月時点の待機児童はゼロになったとは言え、全ての家庭

が、希望の保育施設で十分な質の保育を受けられているとは言えない。 

特に、待機児童問題が顕著になったここ数年で民間保育園の新規参入が続き、現在市内には開園から 10 年

未満の保育施設が半数を超える。それら新規参入の保育施設には園内のノウハウの蓄積やベテランスタッフが

少ないこともあり、不安定な運営となったところが多かったと聞く。武蔵野市の保育施設全体、少なくとも市の助成

を受けている民間認可保育園の保育の質の担保について、市立保育園あるいは子ども協会園はそれぞれの地

本報告書で示された方向性を具体的な取

り組みにつなげ、市全体で保育の質の向

上を図る体制の整備を進めます。 
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域の保育の要として各園をリードし、見守る存在であってほしい。 

すでに実施している取り組み（保育施設を対象とした研修実施や保育経験豊富な職員の巡回相談支援等）の

強化はもちろん、保育現場で日々起こる様々な事例の共有やそのリスク評価、フィードバックも引き続き実施して

いただきたい。 

９ （２）市内保育施設の

保育の質の維持・向

上 

報告書の中で、「武蔵野市における保育実践の中心的な存在になってきた。そのことが市立保育園の最も大き

な意義といえる。（P5）」とある。これまでの保育実践が評価されうれしく思うが、これからも時代のニーズに即した

保育実践を示していかなければならないし、その機会を作っていくことも必要だと思う。 

 

武蔵野市保育のガイドラインの見直しを

継続的に行いながら、現状に即した武蔵

野市の保育実践を提示していきます。 

１０ （２）市内保育施設の

保育の質の維持・向

上 

子どもを保育の中心に置き、子どもにとって望ましい環境、職員が果たすべき役割を行える環境等、ニーズに

合わせ配置基準を見直すことも検討してほしい。 

配置基準についてはご意見として承りま

す。 

１１ （２）市内保育施設の

保育の質の維持・向

上 

 自園の保育を充実させ、その上で医療的ケア児の受け入れや施設整備を行って専門知識や技能を持つ職員を

育成する。まずは自園が十二分に充実できる体制が必要と考える。 

各園での保育の充実をベースとしつつ、

医療的ケア児の受入等の重要な課題にも

対応していきます。 

１２ （２）市内保育施設の

保育の質の維持・向

上 

市立保育園の存続は市の保育の在り方を体現するモデル園としての役割として存続すべきと考えます。 

市立保育園と子ども協会立園においては保育士の配置連携が果たされており（子ども協会での採用保育士が

市立保育園に配属され、５年勤務ののち協会立園に異動しているパターンを認知しております。）、その中で市の

保育の在り方は、協会立園ならびに保育士に指導されていると認識している。この取り組みは続けてほしい。 

しかし、市の保育士および協会の保育士が、その他の団体や民間企業が運営している保育園に配属されるな

どはしておらず、市の保育の方針が認可保育園全体にきちんと伝達されているかという点は疑念がある。 

開設５年前後の園に子どもを預けている保護者から、市や協会立園の保育の在り方や保育士の質とは差を感

じるとの声も上がっており（境おやこひろばでのアンケート結果より）、開設１０年未満の園の保育の質や保育士の

スキルなどを把握し、市による研修や市や協会立園での実地研修などを取りいれ、認可保育園全体として保育の

質の向上を進めてもらいたい。 

民間保育所との人事交流については民間

保育所の人員体制、研修方針等との調整

が必要であり、今後の検討課題とします。

保育の質の維持、向上は重要な課題とし

て認識しています。 

１３ （７）市立保育園の配 待機時対策として認可保育園の認定基準が緩和されている。認可保育園とは言え、様々な運営形態があり、 市立保育園は自園での実践だけでなく、
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置のあり方と保育士

の確保 

市立保育園及び協会立保育園以外の認可保育園に武蔵野市が掲げている子育て施策が反映されるのは、難し

さがあるように思う。市立保育園があることで、ガイドラインや子育てプランが保持されていることをアピールするこ

とも大切。 

民間保育園における取り組みも支援しな

がら、市全体の保育の質の向上に努める

ことが重要と考えます。 

１４ （４）医療的ケア児の

受け入れに向けた体

制の整備 

 医療的ケアの必要な子どもの保育（療育）や福祉避難所としての役割を担っていく等新たな責務がある。特に医

療的ケアは時間をかけての検討や諸条件を整備していかなくてはならない。 

医療的ケア児、障害児の受入れにあたっ

ては十分な人員配置、環境整備が不可欠

であり、今後、具体的な検討を様々な角

度から丁寧に行っていく必要があると考え

ます。 

１５ （４）医療的ケア児の

受け入れに向けた体

制の整備 

 保育園で預かれる医療的ケア児が増えることはいいことだと思うが、実際には卒園後の児の受け入れ先がある

のか、という問題もあると思う。保育園の 6 年間はその家庭の就労や養育の支援が出来ても、卒園したら児の受

け入れ先がなく、就労を続けることが困難になるケースが出てくるようでは、その家庭の本当の支援にはならない

と思う。継続した児の受け入れ先を整えることや、各機関との連携ができる体制を整えていくことは、医療的ケア

児を受け入れる準備と合わせて進めなければならないと思う。 

保育園卒園後の想定も含めた医療ケア

児の受け入れに関する検討が必要と考え

ます。 

１６ （４）医療的ケア児の

受け入れに向けた体

制の整備 

 これから医療的ケア児の受け入れが進んでいくと思うが、保健師の技術や知識の向上の機会を保障してほし

い。また、現状のままではなく、人員の確保など、体制を整えてから実施していってほしい。 

医療的ケア児の受入れにあたっては専門

的な知識、経験、スキルを持った職員の

配置が不可欠と考えています。 

１７ （４）医療的ケア児の

受け入れに向けた体

制の整備 

市立保育園の配置のあり方と保育士の確保について、医療的ケア児はじめ、障害のある子ども達こそ、自宅か

ら近い保育園に通えることが必要と思います。モデル的な園の配置とありますが、公的な保育園こそ各園に障害

のある子ども達が入園できるよう、障害者権利条約・障害者差別解消法に則り基礎的環境整備を進め、その子ど

も 1 人 1 人のニーズへの合理的配慮ができるように整備をしてください。 

医療的ケア児、障害児の受入れにあたっ

ては十分な人員配置、環境整備が不可欠

と考えます。 

１８ （５）災害時における

保育園型福祉避難所

の機能の確保 

地域の保育施設同士のつながりが、災害時にも生かされると思う。保育施設の数からみても、現行の 4 地域の

公立保育園は今後も必要である。 

保育施設の地域連携を進めながら、災害

時の対応の向上にも取り組んでいきま

す。 

１９ （６）保育士による課

題解決に向けた施策

時代のニーズにより変わってくる役割をキャッチする知識や経験を身に着けた人材の育成が必要。保育園も市

の行政を担う一員として、市立保育園、公務員保育士が位置付けられているが、現在は保育園のみで業務を行っ

市立保育園の運営に必要な職員を確保し

ていくとともに、今後求められる役割を市
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提案等 ている職員がほとんどである。保育園以外の部署で業務を行うことで得ることは大きい。広い視野を持った人材を

育成するシステムがあるとよいと思う。 

立保育園が十分に担うことができるよう、

公務保育士の人材育成にさらに取り組み

ます。 ２０ （６）保育士による課

題解決に向けた施策

提案等 

今後の役割は、どれも市として取り組んでいく課題だと思う。継続可能な保育園にしていくために、質の高い保

育を行いながら、新しい課題に取り組んでいける人材の補充をしてほしい。 

２１ （７）市立保育園の配

置のあり方と保育士

の確保 

地域の中核園として継続的に民間園との連携園としての役割を果たしていくためにも、安定的な職員体制確保

は絶対必要です。そのために職員採用は、急務だと思います。 

２２ （７）市立保育園の配

置のあり方と保育士

の確保 

実現するには現場の保育士の確保と育成、そして十分な地位と報酬が不可欠だと感じました。ぜひ、「継続的

にかつ戦略的に人材を確保」してほしいとおもっております。 

２３ （７）市立保育園の配

置のあり方と保育士

の確保 

武蔵野市が保育園の直営を維持して、専門職の保育士を市として育成し、民間保育園と連携して、市内の保

育水準を向上していくことが、子どもたちの健やかな育ちを保障していく重要な課題だと思っています。また、子ど

も協会の保育士たちは、市から派遣されたベテラン保育士と一緒に、武蔵野市の保育園が大切にしているところ

を学び、継承していく役割を担っています。 

２４ （７）市立保育園の配

置のあり方と保育士

の確保 

今後３０年、４０年、それ以上と、公立保育園が４園しっかり存続し続けることが必要であると考える。 

そのために、１０年、２０年～先を見越した公務員保育士の人材確保が必要不可欠だと考える。毎年コンスタン

トにしっかりと２０代、３０代の採用を行ってほしい。 

２５ （７）市立保育園の配

置のあり方と保育士

の確保 

公務員保育士を新規採用してほしい。退職者補充だけでなく、市立保育園職員として役割を果たしながら新規

事業を進めていける人数。 

２６ （７）市立保育園の配

置のあり方と保育士

の確保 

保育を継承していくためにも、足りない人数（退職者数）を補充する採用方法ではなく、〝戦力になる人員を育

てていく″ためにも、安定した保育士の採用を行ってほしい。 

 


